
・ 家庭内が安心･安定できるように心がけます。
家族が協力し、不安はひとりで悩まないで相談します。

・ 他者と交流を図ります。
相談できる仲間をつくります。

・ 妊娠中は母親学級やパパママ学級、出産後には産婦健康診査や育児学級等
には進んで参加します。

・ 愛育会は地域への声かけをします。
・

１．妊娠届からマイ保健師として切れ目のない継続支援します。
（子育て世代包括支援センター）

・ 産後うつ防止
・ 母子健康手帳の交付及び妊娠に対する思いなどを確認
・ サポートプランの作成、妊娠おめでとうコール

２．不安の解消及び仲間づくりの機会を提供します。
母親学級（妊娠中の過し方､食生活 他）
マタニティヨーガと母乳教室・パパママ教室

３．赤ちゃんとのふれあい体験を通して楽しみの体験を行います。

４．

母親学級にてＧＨＱ検査の実施
ハイリスク妊婦のリフレッシュカウンセリングの実施

５．妊娠や育児に関する個別の相談窓口を設けたり、訪問指導を行います。
すこやか相談等

ストレスチェックを行いうつ傾向のハイリスク妊婦の早期発見と早期対応
を行います。

８　ライフステージ別の自殺対策

心の健康に関心を持ち、変化に気づき、声をかけ、つなげられるようにします。

 
   妊娠･出産に対して安心、安定した気持ちで望むことができ、産後うつ
防止に心がける。 

め ざ す 姿 

一人ひとりができること＝自助 

地域や組織ができること＝共助 

行 政 が 行 う こ と＝公助 

妊娠・出産期 
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・ 家庭内が安心･安定できるように心がけます。
家族が協力し、不安はひとりで悩まないで相談します。

・ 他者と交流を図り、また相談できる仲間をつくります。
・ 子どもの健康診査や育児学級には進んで参加します。

・

・

１．乳児期の母子保健の充実をさらに進めます。
出生届… 子ども医療費助成事業 乳児一般健康診査票交付
乳幼児健康診査（４･７･１２ヶ月児健診）

２．マイ保健師としての継続支援
出産おめでとうコール

３．産後の不安や負担感の軽減を図り、産後うつや児童虐待防止を図ります。
宿泊型産後ケア、日帰り型産後ケア、産婦健診

４．不安の解消及び仲間づくりの機会を提供します。
べビラ、離乳食教室、遊びの広場、事故防止と救急法

５．
４･１２ヶ月児健診の際、母親にＧＨＱ検査を実施
高ストレス者にカウンセリング

６．

子育て相談会、ハンディキッズの会

７．育児や母親の個別相談窓口を設けたり、訪問指導を行います。
すこやか相談等

愛育会は地域への声かけをしたり、育児学級で親子が学び遊ぶ機会を提供
します。

こんにちは赤ちゃん事業を行い､不安の解消、虐待の早期発見･予防
と出産や児に対する思いを確認する。

発達に問題を有している、あるいは問題を有する可能性がある児に対し
親子支援をします。

ハンディキッズの会は市内の障がいを抱えている親子に対し、自助グルー
プとして支え合います。

ストレスチェックを行いうつ傾向の母親の早期発見・支援を行います。

 
   地域の中で安心して育児を楽しめることができ、子どもが健やかに 
  育つよう関わることができる。 

め ざ す 姿 

一人ひとりができること＝自助 

地域や組織ができること＝共助 

乳児期 

行 政 が 行 う こ と＝公助 
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・ 家庭内が安心･安定できるように心がけます。
家族が協力し、不安はひとりで悩まないで相談します。

・ 他者と交流を図り、また相談できる仲間をつくります。
・ 子どもの健康診査や育児学級には進んで参加します。

・
・

・

１．幼児期の母子保健の充実をさらに進めます。
１歳６ヶ月児健診、 ２歳児歯科健診、３歳児健診

２．不安の解消及び仲間づくりの機会を提供します。
遊びの広場、事故防止

３．

１歳６ヶ月児健診、３歳児健診の際、母親にＧＨＱ検査を実施

４．ストレスの高い母親に対し、カウンセリングを行い支援します。

５．

子育て相談会、ハンディキッズの会

６．

７．

子ども健康支援事業、発達障がい児者支援事業

８．育児や母親の個別相談窓口を設けます。
すこやか相談等、家庭訪問

ハンディキッズの会は市内の障がいを抱えている親子に対し、自助グルー
プとして支え合います。

ストレスチェックを行いうつ傾向及びストレスの高い母親の早期発見と
早期対応を行います。

適切な支援環境が必要な児に対し、保育園や学校、その他関係機関と連
携し、とぎれない支援を行います。

ペアレント･トレーニングを通して、子どもへの関わりを学ぶ教室を行い
ます。

発達に問題を有している。あるいは問題を有する可能性がある児に対し
親子支援をします。

愛育会は地域への声かけや、育児学級で親子が学び遊ぶ機会を提供します。

心の健康に関心を持ち、変化に気づき、声をかけ、つなげられるようにします。

 
   健康な親子関係の中ではぐくまれる「自分を好きになる力＝自己 
  肯定感」を高めることができる。 

め ざ す 姿 

一人ひとりができること＝自助 

地域や組織ができること＝共助 

行 政 が 行 う こ と＝公助 

幼児期 
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・

・

・

１．思春期教室を行い中学生に命の大切さを知ってもらいます。

思春期教室(命の大切さ教室、赤ちゃん抱っこ体験)

喫煙や薬物乱用に関する教育

２．

ボランティア体験(ホスピス施設や老人ホーム)

職場体験

３．思春期のこころの問題を抱える児童や保護者のための相談を実施します。

スクールカウンセラー、こころの教室相談員

４．

講演会等

５．気軽に相談できる窓口を開設します。

児童、生徒、保護者や教職員を対象にした、健康教育の開催、講話など
を行います。

いじめや友達づきあい、勉強や家庭のことなど、様々な悩みについてひと
りで悩まず周囲の大人に相談します。

ＰＴＡ等は、子どもの安全･安心を守るため、学校と協力しながら活動を
推進します。

命の教育や生きる力を育む体験を推進します。

愛育会は地域への声かけをしたり、中学生の赤ちゃん抱っこ体験の機会を
支援します。

 
   こころと命の大切さについて考え、良好な人格形成へと自立していく 
  準備ができる。 

め ざ す 姿 

一人ひとりができること＝自助 

地域や組織ができること＝共助 

行 政 が 行 う こ と＝公助 

小･中(高)学校期 
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・ 自分の健康は自分で守る行動をとります。

・ ストレスやこころの問題が生じたとき、他者に支援を求めます。

・ 職場のストレスチェックに参加し、セルフチェックを行います。

・ 地域の中で、こころの健康意識を高める気運をつくることが大切です。

・ 地域組織･団体でメンタルヘルスについて学ぶ機会を提供します。

・ 地域産業保健センターや事業所との連携を推進します。

１．地域住民にこころの健康に対する普及啓発活動を行います。

広報誌、講演会、地域組織への健康教育

２．健康状態を把握し、健康への配慮ができるよう支援します。

健康診査、がん検診、健康教育、健康相談、訪問指導

こころの健康チェック

３．

４．

５．電話、来所、訪問相談を行います。

関係機関や行政の関係部署等の連携により、ハイリスクな人に対する早
期発見、早期対応を行います。

６．定期的に心の健康相談会・カウンセリング事業を実施します。

事業所等へ勤労者のメンタルヘルスに関する意識を高めるよう、啓発活
動を行っていきます。

   自分自身のこころの健康への配慮ができる生活が送れる。 

め ざ す 姿 

一人ひとりができること＝自助 

地域や組織ができること＝共助 

行 政 が 行 う こ と＝公助 

青年･中高年期 

－15－



・ 自分の健康は自分で守る行動をとります。
・ 健康診査を受けます。
・ 体操やウォーキングなど自分にあった運動習慣を心がけます。

筋力低下の予防に努めます。
・ 地域行事、趣味、生きがい活動に参加するよう心がけます。

・ ことぶきクラブ、いきいきサロンなど交流の機会を設けます。

地域関係団体の連携を強化し、積極的に地域社会に参加できるようにします。

・ 地域の見守り、声かけを行います。

１．健康状態を把握し、健康への配慮ができるよう支援します。
健康診査、がん検診、健康教育、健康相談、訪問指導

２．

交流の場の提供、サロン活動、いきいきふれあい広場
趣味の会活動、ボランティア活動等

３．こころの健康、認知症等に関する広報の普及活動に努めます。

４．認知症の相談、見守り体制の構築を図ります。

５．要介護者の家族を支えられるよう支援します。
家族介護支援事業、ケアマネージャーとの連携

６．

高齢者が主体的に身近な場所で行う介護予防活動を通じて居場所づくり
等を推進し、心身の健康の向上とともに地域のつながりを深めます。

高齢者の総合相談窓口や介護予防ケアマネジメントとして包括支援セン
ターが支援します。

・

・

認知症に対する正しい知識の普及とともに、相談体制の充実・早期診
断・対応体制等の強化を図り、認知症について総合的な対策

 
   介護予防、転倒予防、閉じこもり防止を行い、いきいきとした生活が 
  できる。 

め ざ す 姿 

一人ひとりができること＝自助 

地域や組織ができること＝共助 

行 政 が 行 う こ と＝公助 

高齢期 
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① 対面型相談支援事業

・ こころの健康相談や巡回相談等の個別対応

・ 行政相談、心配ごと相談

② 人材養成事業

住民主体の見守りや声かけを支援したり、地域コミュニティーを高めます。

・

③ 普及啓発事業

分かりやすく、こころの健康に関する情報を広く市民に周知します。

④ 関係機関との連携とネットワークの構築

・ 医療機関、保健所、教育機関、障害福祉、福祉事務所(生活保護含む)、

高齢者福祉等

＊「山梨いのちの電話」　☎０５５－２２１－４３４３

　自殺の要因はさまざまであり複雑に関係しています。自殺を考えている人
を支え、防ぐには精神保健的な視点だけでなく社会･経済的な視点を含む包
括的な取組が重要です。
　さまざまな分野の人や組織が密接に連携する必要があります。

愛育会、食生活改善推進員会、元気会、ことぶきクラブ、民生委員会等
への講演･教室

・精神疾患を持つ家族の会を支援

・健康教育、パンフレット配布、ポスターの掲示

こころの健康問題や社会的要因(失業、倒産、債務…)などさまざまな問題に
対し、個別の相談･早期対応体制を図ります。

その他の対策 
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★傾聴のポイント★

「聴く」ための５つのポイント
１．話しやすい雰囲気をつくる
２．先入観をもたずに聴く
３．質問をできるだけ控える
４．相手の発言をじっくり待つ
５．勝手な解釈や評価、批判はやめる

「聴く」の具体的な行動
１．あいづちを打つ
２．相手の言葉や思いを繰り返す
３．相手の訴えを整理して、はっきりさせる
４．「でも」など、相手の言葉をさえぎる言葉を使わない

★TALKの原則★

＊Tell

相手を心配していることを伝える

＊Ask

危険に気がついているなら、ハッキリその危険について尋ねる

はっきりと「自殺することまで考えていますか？」と誠実に尋ねる

＊Listen

傾聴　絶望的な気持ちを真剣に聴く

＊Keep　Safe

危ないと思ったら、その人を決して１人にしない

安全を確保した上で必要な対処を行う

高橋祥友：「自殺予防の基礎知識」より

平成２４年３月発行山梨県立精神保健福祉センター資料

傾聴とは「聴くこと」です。身振り、表情、口調などにも注意して、何を訴
えたいのか、話し手の言葉の感情的な意味を受け止めることです。

支援者の対応のポイント

自殺したいという思いに傾いている人や、自殺の危険の高い人への対応とし
て「TALKの原則」があります。
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